
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
病
床
の
過
剰
な
削
減
を
防
ぎ
、
医
療
機
能
の
必
要
量
の
適
切
な
推
計
に
基
づ
く
地
域
医
療
構
想
の
実
現
及
び
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
資
す
る
よ
う
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
認
可
及
び
監
督
を
実
施
す
る
都
道
府
県
に
対
し
、
適
切

な
指
針
の
提
示
、
医
療
政
策
人
材
の
育
成
等
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

二
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
が
地
域
医
療
に
及
ぼ
す
影
響
に
鑑
み
、
地
域
に
お
け
る
医
療
機
関
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び

業
務
の
連
携
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
規
模
や
資
本
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
参
加
法
人
の
意
思
が
十
分
に
尊
重
さ
れ
る
と
と

も
に
、
地
域
住
民
に
必
要
な
医
療
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

三
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
代
表
理
事
に
つ
い
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
を
選
任
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
以
外
の
者
を
代
表
理
事
と
す
る
場
合
で
も
、
営
利
法
人
等
と
の
利
害
関
係
、
利
益
相
反
を
厳
重
に

チ
ェ
ッ
ク
し
、
医
療
の
非
営
利
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。



四
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
、
公
認
会
計
士
等
の
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
療
法
人
の
基
準
を
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
法
人
の
事
務
負
担
及
び
費
用
負
担
に
配
慮
し
つ
つ
、
経
営
の
透
明
性
及
び
健

全
性
が
十
分
確
保
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
基
準
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
。

五
、
社
会
医
療
法
人
に
お
い
て
は
公
募
に
よ
る
社
会
医
療
法
人
債
の
発
行
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
に
お
い
て
は
資
金
の
貸

付
け
や
出
資
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
外
部
監
査
の
対
象
と
な
る
医
療
法
人
に
お
い
て
は
、
内
部
統
制
の
構
築
や
内
部

監
査
体
制
の
構
築
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
本
法
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
、
本
法
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
制
度
が
地
域
医
療
構
想
の
達
成
の
た
め
に

有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
、
地
域
の
医
療
提
供
体
制
に
過
不
足
が
生
じ
て
い
な
い
か
等
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
、
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


